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☆条例の愛称が決定しました 

昨年１２月の同条例制定後、よりわかりやすく皆様に条例の内容を伝えることが出来るよう、親しみや

すい愛称を広く募集したところ、３５件（８名）の応募をいただきました。 

その中から、市長、副市長を含む選考会で検討し、愛称を「男女いきいき参画条例」に決定しました。

男女が互いに支えあいながら、さまざまな取り組みを進めていくことで、男女がともにいきいき暮らして

いける社会の実現を目指すという条例制定の目的が表わされていて、さらに「男女」「参画」という言葉を

使っていることから、本来の条例の趣旨をわかりやすく伝えられる愛称であると考えました。 

ご応募いただいた皆様、御協力ありがとうございました。今後、条例の

周知の際など、さまざまな機会で活用いたします。なお、本通信についても、

今回から「男女いきいき参画通信」と名称を変更しました。また、本通信内

では条例名称については、基本的に愛称を使用いたしますのでご理解をお願

いいたします。 

☆男女平等参画相談が始まります（４月１日から） 

男女いきいき参画条例に基づき、「男女平等参画相談」を始めます。 

【受付日時】月～金曜日（祝日は除く）の午前８時５０分～午後５時２０分 

【相談内容】①男女平等参画に関する市の施策についての意見若しくは苦情 

②男女平等参画の推進を阻害すると認められるものについての申出 

③その他、男女平等参画の推進に関する相談 

【相談場所】市役所２階 市民協働推進課・相談室 

※電話での相談も受け付けます⇒男女平等参画相談電話 ℡６１－５０３０ 

☆釧路市男女平等参画審議会の委員を募集します 

平成２３年度には、男女いきいき参画条例に基づき、「釧路市男女平等参画審議会」を設置します。 

つきましては、市民の方からの公募委員を募集いたしますので、ぜひご応募ください。 

【対象】男女平等参画に関することに関心のある市民（男女、年齢は問いません） 

【募集】若干名 

【応募方法】所定の応募用紙を４月２５日(月)までに市民協働推進課まで郵送 

又は直接提出（郵送の場合、当日必着） 

※応募用紙は、市役所１階市政情報コーナー、各行政センター、各支所、コア各館に置いてあります。 
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男女いきいき参画条例に関するお問い合わせ、お申し込みは、 

市役所市民協働推進課（〒０８５‐８５０５黒金町７‐５℡３１-４５０４）まで♪ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修レポート】主催：内閣府男女共同参画局  期日：平成２２年１１月１８日・１９日 

男女共同参画ヤングリーダー会議出席報告 

政府においては、男女共同参画社会基本法及び男女共同参画計画に基づき総合的な

施策の推進を図っているが、すべての国民が必要に応じて有機的な連携を保ちつつ、

それぞれの立場で自主的に取り組みを展開することが重要のため、全国各地から近い

将来、地域のリーダーとして活躍が期待される男女を招き、男女共同参画に関する施 

策の説明や意見交換を行い、男女共同参画社会の形成に向けた取り組みを促進することを目的に開催され

た会議です。 

この会議では、はじめに内閣府から「第３次男女共同参画基本計画」策定に向けての説明があり、次に、

中央大学教授の広岡守穂氏から「地域における男女共同参画の推進」についての講演がありました。 

その後、出席者６９名が事前に提示された５つのテーマから選択した班に分かれ、班別討議を行い、最

終的には全体会で結果発表をしました。 

私が参加した班（２Ａ班）は「男女共同参画を進める上での効果的な活動のあり方」がテーマでした。

討議を進める上で、班長（進行役）、記録者を決め、「男女共同参画」について事例発表をしながら話し合

ううちに、子育て世代と大人(老人)世代の問題があげられ、焦点を２つに絞って討議を重ねていきました。 

最終日の結果発表では「男女共同参画って何ぞや」をテーマに数分間の寸劇を行った後、メンバー全員

が地域で活動していての問題点をあげ、その対策として考えたことを発表しました。 

今回参加して感じたことは、地域の役に立とうと先頭に立って頑張っている人々が全国

にたくさんいるのがわかったことでした。職種や年代は違っても、ひとつのテーマに向か

って発想を生み出すパワーは圧倒されるばかりでした。 

これから男女共同参画社会の形成に向かって、決意を新たにする思いの２日間でした。 

 

【報告：田口滋子さん】 

☆ こんな本・あんな本 ～ 「男女平等参画」を知る・読む・感じる～ ☆ 

女性はどう学んできたか 

杉本苑子 著  集英社新書 

女性が『学ぶ』ということは現在では当たり前の

ことであるが、日本の教育制度が整って、子ども

たち全てに『教育を受ける権利』が保障されてか

らわずか５０年余り。文字もまだ無かった時代、

卑弥呼から江戸庶民の女まで、男性社会の中で彼

女たちは如何に戦い、自分磨きに務めたかという

歴史を辿った１冊。 

草食系男子「お嬢マン」が日本を変える 

牛窪 恵 著 講談社 

草食系男子＝ガツガツ脂ぎっていない、見ていて

何となく放っておけない弱さを持っている男子

の総称である。バブル崩壊後の１９９０年代半ば

から発生しはじめていた、タイトルにもなってい

る「お嬢マン」。昭和世代からすると“頼りない”

彼らの姿を通して、日本を大きく変える新たな世

界観が見えてくる本。 

【市立釧路図書館からのお知らせです】 


